
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 ) ８ 月 2 6 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

停職２か月 令和３年５月、自宅で、交際中の女性と電話で長時間会話を

深川市 高等学校 していた際、当該女性の発言に立腹し、当該女性に対して、当

１ 該女性と自身との関係を知人に公開するなどの発言をした。

その後、当該行為について報道されるなど、生徒、保護者等

教 頭 男 性 （55歳） の学校に対する信頼を大きく損ねた。

減給１か月 令和３年２月、校内の多目的室で生徒を指導していた際、当

石狩管内 特別支援学校 給 料 の 該生徒の態度に感情的になり、胸部を右手で１回たたいた。

２ 10分の１

教 諭 男 性 （48歳）

戒告 現任校に校長として在職中の令和３年２月に、所属職員によ

石狩管内 特別支援学校 る体罰事故が２件発生した。
３

校 長 男 性 （56歳）

戒告 令和２年７月、教室で授業中、担任する児童が指導に対し反

函館市 小学校 抗的な態度を取り続けたことに感情的になり、当該児童の左肩

４ を右手で突き飛ばし、転倒させた。

教 諭 男 性 （23歳）

減給１か月 令和元年７月、私用のため自家用車を運転中、法定速度時速

札幌市 高等学校 給 料 の 60キロメートルのところを時速96キロメートルで走行し、法定

５ 10分の１ 速度違反をしたが、校長への報告を怠った。

教 諭 女 性 （32歳）


